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臨 時 総 ム
冨

次期役員の改選

昭和47年 1月に選任された現役員の任期が

満2ヶ年を経過するので定款の定める所によ

り1月却日〈火)次期役員選出のため臨時総

会が午後8.30より医師会館において開催さ

れた。出席者zz名、委任状提出者 1Z名。

議長、選挙方法について審議の結果、会長選出

については議長の指名による選考委員により

会長候補を選定し信任投票を行ふζ ととなっ

た。次で副会長、理事 7名、監事2名の順序

により任意投票により選出された。代議員、

予備代議員については従来の慣例により次期

会長、副会長が就任するととに決定した。尚

顧問、裁定委員、適配委員についても満2ヶ

年の任期が終了するので大野宗二氏は次期会

長が委嘱するよう総会における決議を求める

動議を提出全会一致決議された。次期会長は

直ちに前顧問、前裁定委員、前適配委員の就

任方を求め全会一致で決定した。

次 期 役員 (略敬称)

議長 国 民 常 太 郎

副議長 小嶋史郎

会長 林 孝之

副会長 松村晴正

理事 福本寿雄、伊藤慶

二、大野宗二、富恵

哲、河内山 清、 丸岩

巌、高橋健次。

監事竹中沼二、河村俊

夫

代議員 林孝之

予備代議員松村晴正

顧潤前田俊男、高畠集

田尻常太郎。

裁定委員前田俊男、田尻常太郎、高畠 今
築、小嶋史郎、河村俊夫今

適配委員広田通男、前田俊男、国民常

太郎、竹中昭二、中村琢美、

河村俊夫、ffl田倍、守友正彦

--・・』ーー・一ー一・・←--・←ー
月間医師会行事

ー『・一ーー←ーー』ー叩ーー
1月10日(火)定例理事会午後7.30 於

医師会館。

0協議事項 全員集会に提案する休日診療の

件について。

O報告事項 (1)産業保健担当理事会及び産業

医講習会について。 (2)通勤災害@、通勤災

害による療養の給付の取扱いについて。 (3)

徳山看護学院の竣工式出席について。 (4)運

動会追加決算報告(写真代)

1月11日(水)全員集会及び新年互例会

午後7.30 於医師会館出席者 19名

0協議事項体日診療について(執行部原案

提示)。

1月z4日(木)臨時理事会午後 7.30 於

医師会館。

0協議事項 :1)休日診療についての再検討

(2)診療報酬改正説明会出席時の質問事項の

-1-



(;J 

光市医師会報

検討 (3)次期役員改選を目的とする臨時総

会顎催について。

0報告事項 (1)医療機関開設の申出について

(2)所得説申告の県医通達について (3)種痘

の接種時期について (4)保健担当理事会出

席について (5)学校保健研究協議大会につ

いて。

1月羽目〈火)月例会 於医師会館、午後1

3 00 

0報告事項 (1)改正診療報酬の内容について

説明及び質疑 (2)医療機関開設の申出 (3) 

種痘の接種時期について

1月泊目(火)臨時総会

師会館

午後8.30 於医

委任状提出者 12名出席者 2 2名

O総会の目的事項 次期役員の改選について。

全員集会

1月11日(水)午後 7.30より医師会館に

おいて新春互礼金を兼ね、現在地域医療の面

において最も問題とされておる『休日診療の

件』について検討する目的をも って全員集会

が開催された。

0会長挨拶

光市医師会員の皆さま、明けましてお目出

とうございます。今年は撤動の年と云われ

文自然lζ帰る年ともいわれております。石

油危機から急iζ速度を早めた過成長の崩壊

により、政治や経済をはじめとし、万般に

亘り、その針路是正を余儀なくさせられ、

医界も又ζれを避けるととのできない現況

であります。 町生きがい』とは r苦しみの

中の幸福Jでちりとれが社会、入額、大自

1974 

然といったものに向けられた時真の生きが

いを感ずるものであると言われております。

今乙そ真の生きがいを揮求する好機である

と考えるならば今年乙そはよき年であり文

よき年にしなければならない年であると思

います。高度成長の掛け声が医界にも少な

からざる歪をもたらしているととは何人も

乙れを認めざるを得ないと思います。医学

は経済的追求の為にあったのではほく人類

愛への懸橋であった筈であります。医師会

活動も地域社会への貢献という本来の使命

に徹し f内なる自然jへ帰る時であるとと

を痛感させられます。現在地壊医療活動の

中で、特に休日診療の問題が全国的にその

解決を迫られています。光市医師会が持つ

今年の命題のーっとしてやはり ζれを取り

上げるべきだと思います。乙れ;ままさしく

医師が医師としての生きがい.を感じ得る一

つの場だと思います。今日の如く会員の皆

様が一つの心になって医師会活動を強力に

推進して下さっている時ζ の命題の解決は

さして困難なものではないと確信しており

ます。年頭にあたり会員の皆犠の不自変らぬ

御協力御支援をおl掛い申し上げご健勝とど

活躍を祈念して御挨拶といたします。

。林会長及び福本理事より、休日診療の責任

所在論、医師会の地域医療の道義的責任論、

他医師会の休日診療の状拡将来の予見的

立場よ り提案理由説明ののち、下記の犠な

具体的実施内容が健示された。

(1)休日診療所(仮名称) (2)開設者。光市

市長 (3)管理者光市民病院長 (4)開設時

期。昭和49年4月頃。 (5)開設場所。光市

消防署内の一室。 (6)診療時間。午前 9時よ
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り午後5時 (7)出務人員。医師会員 1-2

名、看護婦市の採用するパート (8)勤務

内容。最少限度の応急処置のみとする。処

置隻の発行。二次帯送病院は市民病院とす

る。 (9)薬品、設備。市文は市民病院で用意。

薬剤師会の協力により処方宴を発行する。

メジャー 国際石油独占資本の ζ と。英語

UO)出務手当。医師一人最低 15，000円。

(11)保険請求事務務。市が行ふ。(12) 医

療事故の責任。市の責任とする。 (13)出

務中の災害保障。市の責任において処置す

る。

0以上の案と共に休日診療の形態としては)第

1案。従来週りの在宅当番医制 (2)第 2案。

休日診療所出務制。内科，外科各 1名 (3) 

第3案。第 1、第2案の混合制。内科 1名

休日診療所出務、外科 1名在宅待機が審

議の対称として提起された。

0緩めて重要な問題なので各会員の活溌な意

見が開陳された。医療従事者の労務管理上

の有利性、医療事故発生時の責任の観点よ

りする中央休日診療所宵定意見等の外、第

二次収容機関として市民病院の受入れ確証

の問題、休日診療所設置場所についての可

否、外科診療内科の限界についての疑問、

診療報酬改正との関聯の問題、勤務形態の

不均衡の問題、医師会員の行動を律する重

要問題であるので再検討すべきである等極

めて熱意ある論議が展開された。

0論議は深更に及び最後に各出席会員の各案

に対する賛否意見を問われた。第2案支持

が梢多かったが問題の重要性よりして早急

に結論を出す事をさけ、更に検討すべき問

題として散会した。終了時刻 12時。
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のMAjOR Oi L COMP ANi ES (大手

石油会社)からきている。現在、メジャー

と呼ばれているのは、エクソン、ガJレフ、ス

タンダード、オイJレ.オプ .カリフオJレニア、

テキサコ、ソコニー ・モーヒツレ.オイル(以上

米系)、 ロイヤル ・ダッチ・シェJレ(英オラ イf
ンダ系)、ブリティッシュ .ペトロリアム(英

系)の 7社で乙れをメジャーズと呼んでい

る。乙れにフランス石油を加えて「エイト

メジャーズjという場合もある。エイト .

メジャーズは資本主義世界の原油生産の三

分の二、確認埋躍起の約70%を握っている。

メジャーは中東などの産油国で安い剥権料

とひきかえに発掘権を手lζ入れ、生産、輸

送、精製、販売に至るまで一手iζ握り、ま

た各国lζ太会社をつくり、生i品販売の末端

までを支配し、利閣をほしいままにしてい

る。
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あ と が き

医療危機打破を叫んで全医師会員の切望し

た診療報酬引上げも、ようやく二月一日実施

の運びとなった。マスコミは前回を上廻る大

幅引き上げだと誇大な情報を流し、医師の収

入も著しく増加するような印象を与えている

が果してそう・なのか。年来の日医の主張であ

る抜本改正とは、ほど速いのは勿論、非常識

点数も残存のまま技術料の一部を手直したに

すぎない。日医の要求した40%の内容を遥か

に下組る厚生省案199ぢ(薬価引下げによる実

質 17.5労)の線に決定したが、その内訳は、

甲表病院21. 4 %乙表病院20.4%、診療所

1 6.8郊で入院、外来では入院部門3り第、

外来部門14労で病院と診療所の格差が著し

い。第一線医療を担当する開業保険医の使命

を無視するものとして批判すべきである。現

在の犠な高物価インフレと人件費、諸経費の

上昇にとても対応できるものではなさそうで

ある。亦最近の医薬品の高騰ぶりをみると、
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ζ の程度の改正では焼石に水の感なきを得な

い。早晩再び保険医の怒りが爆発する乙と必

至であろう。

枯伎に初春の雨の玉岡か-
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